
議案第１１５号 

三豊市農村環境改善センター条例の一部改正について

三豊市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２５年１２月３日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

三豊市農村環境改善センター条例の一部を改正する条例

 三豊市農村環境改善センター条例（平成 18 年三豊市条例第 155 号）の一部を次の

ように改正する。

 別表第２を次のように改める。

別表第２（第４条・第５条関係）

１ 三豊市高瀬町農村環境改善センター

                                （単位：円）

２ 三豊市山本町農村環境改善センター

                                （単位：円）

３ 三豊市豊中町農村環境改善センター                

 利用時間

種別

昼間 夜間

午前９時から午後５時まで

（１時間当たり）

午後５時から午後１０時まで

（１時間当たり）

ホール ３，６３０ ４，３８０

会議室Ａ １，０４０ １，５５０

会議室Ｂ １，０４０ １，５５０

会議室Ｃ １，０４０ １，５５０

会議室（和） １，０４０ １，５５０

営農相談室 ５００ ７５０

 利用時間

種別

昼間 夜間

午前９時から午後５時まで

（１時間当たり）

午後５時から午後１０時まで

（１時間当たり）

多目的ホール ２，０００ ２，５００

ロビー ７５０ １，０００

生活相談室 ２５０ ３８０

会議室 １，０００ １，５００

教養娯楽室 ７５０ １，０００
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                                （単位：円）

４ 改善センター共通事項

 施設の利用については１時間単位とし、利用時間が承認を受けた時間区

分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした利用

をしたものとみなす。

 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収するときは、この表に定め

る額の５割増とする。

 冷房又は暖房を使用したときは、この表に定める額の４割増とする。

 使用料の額に１０円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

 三豊市以外の者が利用するときは、この表に定める額の５割増とする。   

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の有料施設

の利用について適用する。

 利用時間

種別

昼間 夜間

午前９時から午後５時まで

（１時間当たり）

午後５時から午後１０時まで

（１時間当たり）

多目的ホール １，８４０ ２，３７０

展示資料室 ７９０ １，１９０

視聴覚室 ７９０ １，１９０

集会室 ７９０ １，１９０

農事相談室 ７９０ １，１９０

農事研修室１ ７９０ １，１９０

農事研修室２ ７９０ １，１９０

農事研修室３ ７９０ １，１９０

共同調理室 ７９０ １，１９０
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